
入間市立図書館資料複写取扱基準 

 

1 目的 

この基準は入間市立図書館複写サービスの範囲や具体的な取扱いについて必要な基準や

方法を明記する。   

 

２ 対象となる資料 

 （１）入間市立図書館（以下「図書館」という。）が所蔵する資料 

    但し、所蔵資料のうち「６複写の範囲（１）のイ、ウ、オ、カ」で掲げている資

料、視聴覚資料（視聴覚資料に付随する解説書・歌詞カード等も含む）は複写の

対象外とする。 

（２）図書館協力における現物貸借で借り受けた図書（以下「借受図書」という。） 

但し、借受図書のうち貸出館が複写を禁止している図書及び図書以外の資料（雑 

誌、視聴覚資料など）は複写の対象外とする。 

 （３）図書館が契約するオンラインデータベースであって複写物の提供について許諾又 

は契約上定めのあるもの 

 （４）国立国会図書館のデジタル化資料 

 （５）図書館の検索端末での検索結果一覧等（注１） 

 

（注１）検索端末での検索結果一覧等を提供する場合は、複写に準じた実費（１枚１０円）

を徴収する。 

 

３ サービスの対象 

 直接来館した個人の利用者を対象とする。 

※領収書は、個人宛のみ発行する。 

※個人の持参した資料は、複写の対象外とする。 

 

４ 複写できる数量 

一人につき１部とする。 

 

５ 複写の目的 

 複写物を個人の調査・研究の目的に使用する場合とする。 

 

６複写の範囲 

 （１）著作権法第３１条第１号にかかわる複写 

   原則として、公表された著作物の一部分（半分以下）とする。個々の資料ごとの取



扱いについては、次のとおりとする。 

   ア 図書  

    原則として目次、前書き、後書き等を除いた本文の半分以下とする。 

但し、楽譜、地図、写真集・画集（書の著作物を含む）を除く資料については、 

複写枚数（紙面）が１枚で写り込まれる個々の著作物の半分を超えていても複写が

できます（詩、短歌、俳句など）。 

    ①一部数冊本 

     上・中・下巻等からなる著作物は、各冊の半分以下とする。 

②２編以上の著作物からなる合集 

     全集・選集等個々の著作物を集めたものは、個々の著作物の半分以下とする。 

③図書の付録 

     本体とは別になった付録は、それぞれ独立した著作物とみなし、その半分以下

とする。 

 

イ 雑誌 

   最新号については当館の運用上、複写の対象外とする。 

発行後相当期間を経過した（原則として次号が発行された時点）号については、各

号の半分を超えない範囲で個々の記事の全部を複写可とする。 

  半年刊、不定期刊のものについては、次号の刊行を待たず、発行後３か月を経過し

た時点で相当期間を経たものとみなす。 

 

ウ 新聞 

   最新号については当館の運用上、複写の対象外とする。 

朝・夕刊それぞれを一つの著作物とみなし、次号が発行された号については、全面

広告ページを除いた半分を超えない範囲で個々の記事の全部を複写可とする。 

   但し、日刊紙については、新聞休刊日等により次号が発行されていなくても、発行

日の翌日には相当期間を経たとみなし、複写可とする（通常、前日の夕刊は、複写可）。 

 

  エ 地図 

   １枚ものの地図は、その半分以下とする。 

   地図帳は図書とみなし、１冊の半分以下とする。 

※ゼンリンの住宅地図については、１区割り図（見開き２頁）の半分以下とする。 

 

  オ 楽譜 

   当館の運用上、複写の対象外とする。 

注）著作権法上は、１曲を１著作物とみなし、１曲の一部分（半分以下）とする。楽



譜集のような編集著作物に掲載されたものであっても、１曲を１著作物とみなす。1

曲全部を複写できない。 

著作権法に抵触しない方法で、利用者の要求に応じることができない。 

 

カ 写真集・画集（書の著作物を含む） 

当館の運用上、複写の対象外とする。 

但し、本文の説明に必要な図録、図版は複写可とする。 

注）著作権法上は、写真・絵を１著作物とみなし、写真・絵の一部分（半分以下）

となるため写真・絵全部を複写できない。 

著作権法に抵触しない方法で、利用者の要求に応じることができない。 

 

（２）著作権法第３１条以外の複写  

  ア 著作権処理の済んだもの 

   著作権法第３１条の要件を満たさない複写の依頼については、利用者が個々の著作

権処理を著作権者の許諾書の提示を条件に複写できる。 

  

イ 著作権法第１３条による複写 

   官報、広報、国または地方公共団体が作成した法令集、判例集は、発行と同時にそ

の全部を複写できる。 

   

ウ 著作権法第４２条による複写 

   裁判手続のために必要と認められる場合、その認められる限度において複写ができ

る。 

   

エ 著作権の保護期間が過ぎた著作物 

   著作権法第５１～５５条により、著作者が個人の場合は死後７０年後、共同著作に

ついては最後の著者の死後７０年、団体著作物・写真については公表後７０年を経過

したものの複写については、利用者が個々の著作権が消滅している事を証明できるも

のを提示することを条件にその全部の複写ができる。 

 

 

７ 利用する機器 

図書館に備え付けられた機器を用いる。機械の能力の及ぶ範囲内で、拡大・縮小するこ

とができる。 

 

８ 申込み手続き 



複写を希望する利用者は、複写対象資料とともに必要事項を記載した「資料複写申込書」

をカウンターに提出し、職員が確認後に利用者自らが複写を行う。但し、資料の状態等に

よっては、職員が複写を行う場合もある。 

また、図書館が契約するオンラインデータベースおよび国立国会図書館のデジタル化資

料は、図書館等の職員が複写を行う。 

 

９ 他の図書館等の求めに応じた複写 

著作権法第３１条第３号により、県内公共図書館の求めに応じ、絶版等の理由で入手

することが困難な資料の複製用、資料の欠落欠損ページの補充用、レファレンス等の図

書館業務用として、複写を行うことができる。 

 

１０ 付記 

  この基準は平成２１年９月１日から施行する。 

  この基準は平成２５年１１月１日から施行する。 

この基準は平成２６年１０月１日から施行する。 

この基準は令和４年９月１日から施行する。 

この基準は令和６年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


